
羽曳野市建設工事競争入札参加者の等級別区分に関する要領  

                      

                        制   定  平成 28 年 2 月 9 日  

最近改正  令和 5 年 2 月 14 日  

 

（趣旨）   

第１条  この要領は、本市が行う建設工事に係る競争入札に参加する者に必要な資格要

件である等級別区分 (以下「等級別区分」という。)について必要な事項を定めるもの

とする。   

（業種）   

第２条  等級別区分の対象となる工事 (以下「対象工事」という。 )は、土木一式工事、

建築一式工事、電気工事、管工事及び水道施設工事とする。  

２  前項の規定に関わらず、市長が必要と認めるときは、前項に規定する以外の工事

を対象とすることができる。  

（対象業者）   

第３条  等級別区分の対象となる業者 (以下「対象業者」という。)は、羽曳野市競争入

札参加者審査選定規程第６条に規定する有資格業者 (以下「有資格業者」という。 )

のうち、前条に規定する対象工事の入札参加を希望する業者とする。  

（等級別区分の方法 ) 

第４条  対象業者の等級別区分は、建設業法 (昭和 24 年法律第 100 号 )第 27 条の 23 に

規定する経営事項審査の結果に基づく総合評定値 (以下「総合評定値」という。)によ

り、別表「等級別区分表」 (以下「別表」という。 )に基づき定めるものとする。  

（発注基準額 ) 

第５条  等級ごとの入札に参加できる予定価格 (消費税及び地方消費税の額を含む。以

下「発注基準額」という。 )は、別表のとおりとする。  

（重複限度額 ) 

第６条  等級ごとの一業者が同業種工事において同時期に受注できる請負金額（消費税  

及び地方消費税の額、変更金額を含む。以下「手持ち工事の額」という。 )の限度額  

(以下「重複限度額」という。 )は、別表のとおりとする。なお、舗装工事にあって  

は重複限度額のみ設定するものとする。  



２  手持ち工事の額の算定期間は、一工事につき契約締結日から工事検査 (竣工、出来  

高等 )終了後、検査の合格が確認できる日までとする。  

（等級別区分の有効期間）   

第７条  この要領に基づき決定された対象業者の等級別区分の有効期間は、有資格業者

の資格の有効期間の２会計年度とする。ただし、羽曳野市内及び準市内業者の取扱要

領第２条に基づく市内業者、準市内業者にあっては、１会計年度とし、翌会計年度の

等級別区分は直近の総合評定値により第４条に定める方法により行うものとする。  

（対象業者への通知）   

第８条  市長は、この要領に基づき等級別区分をしたときは、その結果を対象業者へ通

知するものとする。  

（委任）   

第９条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。  

  

 

附  則  

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。  

この要領は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

   

 

 

 



別表「等級別区分表」

○工事の予定価格（税込み）が6,000万円（建築一式工事の場合は7,000万円）を超える案件の入札の参加対象者は、特定建設業の許可を

取得している業者のみとする。

工事種別 等級区分 総合評定値 発注基準額　（予定価格・税込み） 重複限度額（手持ち工事の額）

舗装工事  １千万円未満

※建設工事競争入札参加資格審査申請書提出において新規業者の初年度の取扱いとして随契の範囲１３０万円未満の契約とする。
　 又、次年度は業者のランクに係らず業種の最低ランクでの参加とする。
※指名競争入札については、業者選定時において上記の表を適用する。

　 ７５０点以上～１,０４９点以下 1，５００万円以上～１億５千万円未満 １億円未満

Ｄ 　　　　　　　　　～　７４９点以下 　　　　　　　　　 ～６，０００万円未満 　４千万円未満

水道施設工事

Ａ １,３５０点以上 １億５千万円以上 ―

Ｂ １,０５０点以上～１,３４９点以下 ７,５００万円以上～３億円未満 ２億円未満

Ｃ

　 ７５０点以上～１,０４９点以下 　３００万円以上～１億５００万円未満 　７千万円未満

Ｄ 　　　　　　　　　～　７４９点以下 　　　　　　　　　　 ～４，５００万円未満 　３千万円未満

管工事

Ａ １,３５０点以上 １億１千万円以上 ―

Ｂ １,０５０点以上～１,３４９点以下 ５,５００万円以上～２億２，５００万円未満  １億５千万円未満

Ｃ

　 ７５０点以上～１,０４９点以下 　 ３００万円以上～１億５００万円未満 　７千万円未満

Ｄ 　　　　　　　　　～　７４９点以下 　　　　　　　　　　 ～４，５００万円未満 　３千万円未満

電気工事

Ａ １,３５０点以上 １億１千万円以上 ―

Ｂ １,０５０点以上～１,３４９点以下 ５,５００万円以上～２億２，５００万円未満  １億５千万円未満

Ｃ

Ｃ 　７５０点以上～１,０４９点以下 　 　 ３００万円以上～４億５千万円未満 　３億円未満

Ｄ 　　　　　　　　 ～　７４９点以下 　　　 　　　　　　 　 ～１億５００万円未満 　７千万円未満

１,２５０点以上～１,５４９点以下  　　３億円以上 ～２２億５千万円未満 １５億円未満

Ｂ １,０５０点以上～１,２４９点以下  １億５千万円以上～１２億円未満 　８億円未満

Ｄ 　　　　　　　　 ～  ５４９点以下 　　　 　　　　　 　　 ～１,５００万円未満   １千万円未満

建築一式工事

AA １,５５０点以上 ６億円以上 ―

Ａ

Ｂ 　７５０点以上～１,０４９点以下 　１,５００万円以上～３億円未満   ２億円未満

Ｃ 　５５０点以上～  ７４９点以下 　　　 ３００万円以上～９千万円未満   ６千万円未満

―

土木一式工事

AA １,３５０点以上  ３億円以上 ―

A １,０５０点以上～１,３４９点以下 １億５千万円以上～６億円未満   ４億円未満


